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「緊急放送の実施に関する協定」を締結し
たエフエムひこねコミュニティ放送におい
て、災害時における市内の被害状況、避難施
設情報等を発信します。
災害時には情報が不足しがちですが、市で
は広報車や彦根市ホームページ（http://www.

ciity.hikone.shiga.jp/）での周知等とともに、
ＦＭラジオのエフエムひこねへ情報を提供し
ていきます。大きな地震や風水害時には、エ
フエムひこね（78．2Ｍ㎐）に合わせて、新
しい情報を確認してください。

第2回　市役所窓口での外国人
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!!（秋がやってきました）
そよ風を浴びながら、彦根城周辺を散歩していると、赤
く色づいた桜の葉が堀の水面に浮かんでいるのを見かけま
した。季節は秋の色が濃くなりました。
さて今回は、住民登録の業務な
どを行っている市民課窓口での通
訳を通じて感じたこと、体験した
ことについてお話しましょう。
彦根市には、現在、約600人

の日系ブラジル人が暮らしていま
す。就職や経済的理由で、永住を
望む人が増えてきており、日本で
の滞在期間が長期化しています。
このため、ブラジル国籍の子ども
も数多く誕生しており、私自身、
今年の４月から、既に３人の子ど
もさんの出生届のお手伝いをして
きました。
日本で暮らす外国人にとって、子どもの誕生に伴う手続
きは大変です。ブラジル人の場合は、出生届や外国人登録、
保険関係の手続きなど市役所で必要な手続きのほかに、ブ
ラジル領事館でのパスポートの発行や、入国管理局でのビ
ザの申請が必要です。さらに、ブラジル帰国後には必ず公
証役場へ行って登記を行わなければなりません。ブラジル
で子どもが生まれた場合は、このような煩

はん
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な手続きは必
要なく、公証役場に届け出て、日本の戸籍謄本のような書
類（出生証明書）を発行してもらうだけで済みます。
そもそも、市役所の市民課に相当するところの業務や考

え方が日本とブラジルとでは随分異なっています。社会生
活においても、日本では住民票を必要とする機会が多くあ
りますが、ブラジルでは住民票自体が存在しないため、自
分の住所や名前が載っている電気代や電話代の納付書が住
民票のような役割を果たします。また、先ほどの出生届を
初め、結婚や離婚、死亡の手続きはすべて公証役場で行い
ます。ブラジルの市役所で発行される主な書類は、身分証
明書（※１）や労働手帳（※２）などです。
また、日本では運転免許証が身分を証明する書類として
よく使われていますが、ブラジルでは全然通用しません。
身分を証明するためには、身分証明書、労働手帳、あるい
はパスポートなどが必要なのです。
このように、市役所の窓口での手続きや必要な書類一つ
をとっても、日本とブラジルの間では、制度や考え方が随

分違います。日本で暮らすブラジ
ル人の中には、こうした違いに戸
惑いを感じている人がたくさんい
ます。したがって、こうした手続
きをスムーズに進めるためのお手
伝いをすることが、私の仕事の一
つになってきます。これからも市
役所窓口でのお手伝いを続けなが
ら、将来的には、通訳に頼らなく
ても安心して必要な書類が入手で
きる方法を、市民課や国際交流課
の職員といっしょに考えていきた
いと思っています。

次回は外国人の暮らしにも欠かせない、保険のことなど
についてお話します。ATÉ

アテー

LOGO
ロゴ

！（ではまた！）

（彦根市国際交流員　田尾ロザーネ）

※１　身分証明書　ブラジルの身分証明書はカード式で、
顔写真、自筆のサイン、その人を表す10桁の数字と右
手の親指の指紋が記載されています。
※２　労働手帳 その人の職歴や、それぞれの仕事にお
ける収入や労働条件などが記載された手帳で、内容は
雇用者に記入してもらいます。

国際交流サロンは、市民会館１階
ロビーの一角にある、彦根市の国際
交流の拠点です。
サロンでは外国籍で彦根市に在住
している人や、彦根を訪れる外国人
の皆さんに生活や観光に便利な情報
を提供したり、市民向けに姉妹都市
や友好都市の情報などを発信してい
ます。また、日本語だけでなく、英
語やポルトガル語、中国語などの書

籍や資料などもそろってい
ます。
サロンは、様々な国際交
流活動の拠点として、ある
いは市民相互の気軽な交流
活動の場として活用されて
います。皆さん気軽に利用
してください。
開館日と時間 火曜日を
除く毎日の9：00～17：00

問い合わせ先 国際交流課☎22-
1411内線（374）

市民課窓口で通訳をするロザーネさん


